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１．はじめに 

老朽化する道路橋の増大に対応するため、平成

19 年度に長寿命化修繕計画策定事業費補助制度が

創設され、橋梁維持管理費の縮減に向けた取り組

みが進められている。橋梁長寿命化修繕計画を策

定するには、各種損傷の劣化速度を劣化曲線とし

てモデル化する必要がある。この劣化曲線の設定

においては、計画策定対象とする橋梁の点検結果

を参考として、これを概ね説明できる劣化曲線を

使用することが一般的ではないかと考えられる。

しかし、実際には点検結果のばらつきは大きいこ

と、点検結果を反映した劣化曲線の設定手法も確

立されたものではないことから、現時点で用いら

れている劣化曲線は曖昧さを含んだものと考えら

れる。この曖昧さは、劣化曲線の変動可能性を意

味する。本報告は、この劣化曲線の変動が、最終

的に算出される必要補修費用に与える影響につい

て、実際の自治体データを利用させていただきケ

ーススタディを行ったものである。 

 

 

 

 

 

 

２．検討対象 

ケーススタディ対象の橋梁群に含まれている橋

梁の諸元を表－１に示す。点検データも当該橋梁

の道路橋に関する基礎データ収集要領（案）1)を基

本（一部追加）とした点検結果を参考とした。 

表－１ 対象橋梁群諸元 

 

３．検討方法 

 本検討で用いた計算手法に概要について以下に

示す。 

 

３．１ 対象損傷種類の劣化曲線 

 修繕計画を策定する対象損傷種類は、道路橋に

関する基礎データ収集要領(案)による調査結果で 

 

 

 

 

 

項目 特性値 

橋梁数 
44橋 
（鋼橋 8橋、コンクリート橋 26橋） 

径間数 61径間 

橋長 合計 1,156ｍ（15～134ｍ） 

有効幅員 平均 5.8ｍ 
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記録されている損傷種類の中で、予防保全の効果

が期待できるものとして下記 4種類とした。 

 

表－２ 対象損傷種類 

対象部材 対象損傷種類 

鋼部材 腐食 

コンクリート部材 ひびわれ、鉄筋露出、 

床版ひびわれ 

これら 4種類の損傷種類に対して、各々の劣化速

度モデルと劣化曲線は、点検結果（経過年は建設

年から起算）との整合を考慮して、図－１のよう

に設定した。 

 

３．２ 補修方法モデル 

修繕計画策定には、各損傷種類に対して、補修

時健全度ごとに補修工法をモデル化する必要があ

る。健全度が低くなってからの補修工事は大がか
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図－１ 点検結果と劣化曲線 
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りとなり、補修費用も高くなる。腐食（上部工）

補修方法モデルを例として表－３に示す。これら

補修工事を念頭に、補修工事費を概算した。 

 

表－３ 補修工法モデル（例：腐食（上部工）） 

補 修 

健全度 

補修工法 

b 3種ケレン＋再塗装（鋼材面積の 2割） 

c 3種ケレン＋再塗装（全鋼材面積） 

d 
2種ケレン＋再塗装（全鋼材面積） 

当て板（主桁の場合） 

e 

1種ケレン＋再塗装(主桁、全鋼材面積) 

部材交換（主桁以外） 

当て板（主桁の場合） 

 

なお、床版ひびわれの補修工法には橋面防水工の

実施を含んでいる。これは、後述する定期交換部

材と重複するが、床版ひび割れ対応で橋面防水工

の設置は、定期交換を兼ねることとして、過度に

頻繁な橋面防水工設置は抑制している。 

 

３．３ 補修実施健全度 

予防保全を行う時には、劣化が著しくなる前に

補修を行うことにより、補修頻度は高くなるが 1

回あたりの単価を軽減することにより、長期間の

維持管理費の低減を目指すこととなる。 

ここでは、補修実施健全度を変化させながら 50

年、100年に要する補修費用を各損傷種類ごとに単

独で計算し、経済的となる補修健全度を求め、得

られた健全度（表－４）を予防保全時の補修健全

度とした。 

ただし、後述する予算制限を考慮した場合には、

必ずしもこの健全度での補修が実施できる訳では

ない。 

 

表－４ 予防保全時の補修実施健全度 

損傷種類 補修実施健全度 

腐食 0.7 

鉄筋露出 0.5 

ひびわれ 0.5 

床版ひびわれ 0.7 

 

３．４ 定期交換部材について 

3.1～3.3 で対象とした橋梁本体の補修の他に、

伸縮装置など橋梁付属物についても維持管理が必

要と考えられる。これらについては、点検記録も

ないことなどから、設置から一定期間経過した時

点で補修（交換）を検討対象とすることとした（表

－５）。 

なお、予算制限が厳しく橋梁本体の補修が十分

に行えない時に、橋梁付属物を交換時期を理由に

交換することは不合理であると考えられることか

ら、図－２のような見なし健全度を設定して、一

般の損傷と同様に補修の実施有無を判定させるこ

ととした。 

 

表－５ 定期交換部材 

対象部材 交換サイクル 

ゴム沓 100年 

伸縮装置 20年 

地覆・防護柵 38年 

舗装（防水層） 30年 

 

３．５ 予算制限の考え方 

 後述する予算制限を考慮した計算においては、

各橋の最低健全度（見なし健全度を含む）と橋梁

重要度を参考にして、どの橋梁（径間）の補修工

事を優先するかを決定した。優先度の高い橋梁（径

間）から順に補修の実施を確定して、必要予算を

積み上げてゆく。これが予算限度を超えた時点で

補修対象橋梁（径間）を確定する。 

 残された橋梁（径間）については補修は行わず、

次年度に 1 年分の劣化が進展した状態で補修候補

となる。 

なお、各橋（径間）の補修実施を行う時には、

劣化が著しく最低健全度となっている損傷種類だ

けではなく、その他の補修候補（補修実施健全度

図－２ 定期交換部材のみなし健全度 

 

交換から交換サイクルま

ではみなし健全度１ 

１サイクル遅れで

みなし健全度０ 
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を下回っている損傷種類）の全ての補修を実施す

る。これは、同一橋梁（径間）の頻繁な補修を防

ぐことを目的とした。 

 

３．６ 計算フロー 

 上記の考え方に基づき、本検討に用いた計算フ

ローの概念を図―３に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計算結果と考察 

４．１ 予算制限を考慮しない場合 

 予算制限を設けないで計算を行うと、3.3で設定

した補修実施健全度まで健全度が低下すると、即

座に補修が実施される。頻繁に補修が行われるこ

ととなるが、工費としては最低限に抑えられる。 

 

４．１．１ 補修費に占める損傷種類毎の割合 

 定期交換部材を除いて計算した結果、10年毎に、

それまでの損傷種類毎の補修費用を図-４に示す。

損傷種類の中では床版ひびわれ（橋面防水含む）

の占める割合が大きいことがわかる。  

 これに、定期交換部材を加えて同様の計算をし

たものを図－５に示す。この計算結果では、20 年

以降まで考慮すると、定期交換部材、特に伸縮装

置交換の費用の占める割合が大きく、その後、地

覆・防護柵に要する補修費用も大きくなることが

わかる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．１．２ 劣化速度が変化した時の影響 

 予算制限のない状態で、各損傷種類の劣化速度

が変化した時の補修工費の変化を計算した。ここ

で用いた劣化速度の変化率の説明を図－６に示す。

また、計算結果として得られる必要予算への影響

は、表－５に示す予算変化率として整理した。 

なお、この計算においては、補修費に占める割

合の大きい定期交換部材を考慮すると、影響が見

床版ひびわれ 

図－４ 補修予算に占める 

損傷種類毎の比率（予算制限なし） 

伸縮装置 

地覆・防護柵 

図－５ 補修予算に占める 

損傷種類毎の比率（予算制限なし） 
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図－３ 計算フロー（概念） 
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えにくくなることから、定期交換部材を考慮しな

い条件で計算を行った。 

 想定される結果としては、概ね、下記の結果が

考えられた。 

A)劣化速度を速くすると補修費用が増える。 

B)劣化速度が変化して、健全な状態から一定の健

全度まで劣化するまでの期間が（１－Ｒ）倍と

なった時、劣化速度変化率が＋Ｒ（正は劣化が

速いことを示す）と呼ぶこととする。この時、

補修費用は{１／（１－Ｒ）}倍となる。 

C)当該損傷種類の補修費用が全体補修費用に占め

る割合をＰ（予算支配率と呼ぶ）とすると、全

体補修費用の変化率はＰ×{Ｒ／（１－Ｒ）}と

なる。予算支配率は劣化速度変化前の状態で求

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－５ 予算変化率の定義 

            Ｂc－Ｂo 

                      Ｂo 

Bo: 劣化速度変化前の必要予算額 

Bc: 劣化速度変化後の必要予算額 

 

予算変化率と劣化速度変化率（％表示）で整理

した計算結果（図－７）を見ると、50 年後におい

て A) の傾向が見られた。一方、C) の傾向を確認

するために、横軸を予算支配率×劣化速度変化率

／（１－劣化速度変化率）の％表示とした図－８

を見ると、想定通りの線（右上がり 45度の赤線）

に沿った傾向も見られたが、一部、ズレが出てい

る。同様の整理を 40年後の結果で行うと図－９に

示すように、ズレが大きくなる傾向がある。 

 この理由としては、劣化曲線は図－１に示した

ように劣化が著しく（eレベル）なるのに少なくと

も 40 年程度必要であるのに対して、評価年が 40

～50年程度では、補修回数が 0回となるか 1回と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－７ 予算変化率と劣化速度変化率の関係 

（50年後、予算制限なし） 

予算変化率＝ 
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図－６ 劣化速度変化率の説明図 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 20 40 60

健
全

度

経過年

N(1-R1)  N   N(1+R2) 

 

基準劣化曲線 

劣化速度変化率：

－Ｒ２（負：遅い） 

劣化速度変化率：

＋Ｒ１（正：速い） 



 

 

なるかで必要予算が大きく変わり階段状に変化が

起き、その影響でバラつきや想定とのズレになる

ものと考えられた。 

このことから 50年程度の通常の修繕計画策定時

の計算範囲では、劣化速度の変化の影響は、単純

に劣化速度変化率と予算支配率だけでは十分には

予測できないものと考えられる。 

 

４．２ 予算制限を考慮した場合 

 次に、実際の修繕計画策定時に行われているよ

うに、予算制限を考慮した場合の検討を行った。

この時、目標健全度レベルを確保できる予算を求

めることとしたが、この目標健全度レベルとして、

ここでは各々の径間の最小健全度（当該径間にあ

る全ての損傷の健全度の中で、最も劣化が進んで

健全度の低い値）を全径間で平均し、この値が 0.5

を確保できる状態とした。なお、この時の平均健

全度には、定期交換部材の見なし健全度は含まな

いものとした。これは、定期交換部材の交換が遅

れても、橋梁本体の健全度に直接は影響しないと

考えたことによる。 

具体的な計算手法としては、年間予算の制限額

をパラメータとして変化させて計算を行い、50 年

後の平均健全度が 0.5 以上となる最低予算額を、

目標健全度確保に必要な予算額と考えた。本節で

用いる予算変化率は、このようにして求めた必要

予算額を表－５の式に代入して求めたものである。 

 

４．２．１ 定期交換部材なしの場合 

 必要予算額の変化率を縦軸とし、予算制限なし

の場合の図－７，８と同様の整理をしたものを図

－10，11に示す。 

 図－10 を見ると、劣化速度の変化と予算の変化

が、想定された正の相関にない部分が見られた。 

 図－11 においても、劣化速度は遅くなっても必

要予算が増額となっているケースが見られる。 

 この例として、図-10において床版ひびわれの劣

化速度を 20%遅くしたケースで、必要予算が増加傾

向にある場合の計画内容を確認したところ、以下

のような流れが見られた。 

 

1) Ａ橋（鋼鈑桁橋、橋長 40m）の補修時期は床板

ひびわれの劣化により決定されていた。 

2) 床版ひびわれの劣化速度が遅くなったことに

より、Ａ橋の補修時期も遅くなった。 

3) この時、床版ひびわれの補修費は変化しないが、

同時に補修している他の損傷（腐食など）は、

補修時期が遅れたことで健全度が下がった状

態で補修することとなった。 

4) その結果、その他の補修費用が増加した。 

5) 一方、Ａ橋の補修時期が遅くなったことで、Ｂ

橋(鋼鈑桁橋、橋長 30m)の補修時期は早まった。 

6) Ｂ橋の補修時の健全度はいくらか向上したこ

とから、Ｂ橋の補修費は低減された。 

7) Ａ橋の補修費増加が、Ｂ橋の補修費低減より大

きかったことから、全体として工費増となった。 

8) この影響が他橋にもおよび、また、他橋でも同

様の流れが発生し、床版ひびわれの劣化速度が

遅くなったにもかかわらず、必要補修費は増加

する結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－10 予算変化率と劣化速度変化率の関係 

（50年後、予算制限あり、定期交換部材なし） 
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図－11 予算変化率と 

予算支配率×劣化速度変化率/(1-劣化速度変化率) 

の関係（50年後、予算制限あり、定期交換部材なし） 



 

 

４．２．２ 定期交換部材ありの場合 

 定期交換部材なしの場合と同様の整理を、定期

交換部材ありの場合において行った結果を、図－

12、13に示す。 

 図－12を見ると、定期交換部材なしの図－10と

同様に、正の相関にないデータも見られた。この

例として、鉄筋露出（下部）の劣化速度を 20%速く

したケースで、必要予算が低減されている場合の

計画内容を確認したところ、以下のような流れが

見られた。 

 

1) Ｃ橋（PC床版橋、橋長 15m）下部工の鉄筋露出

補修時期は、鉄筋露出の劣化速度を速くすると、

早くなった。 

2) Ｃ橋下部工の補修は、他の損傷と同時に行われ

るものではなかったことから、補修時期は早く

なっても、補修費用は変化しなかった。 

3) 早くなったＣ橋の補修時期は、比較的、予算の

余裕がある時期で、Ｃ橋補修費が追加となった

影響は、橋梁付属物交換時期が遅れるだけとな

った。 

4) 橋梁付属物交換時期は遅くなったが、橋梁本体

の健全度には影響しない。また、交換時期が遅

くなっても交換費用は変化しないので、予算増

加も発生しない。 

5) 一方、Ｃ橋の元の補修時期においては、Ｃ橋の

補修費がなくなった分、他橋（例えば プレテ

ン T 桁橋、橋長 18m）の補修が前倒しとなり、

全体の平均健全度が向上した。 

6) 上記の影響で、目標健全度に必要な予算規模は、

いくらか減少した。 

7) その結果として、鉄筋露出（下部）の劣化速度

が速くなったにもかかわらず、必要予算は少な

くなる計算結果となった。 

 

 上記のような要因で、定期交換部材を考慮した

場合でも，必ずしも正の相関だけとはならなかっ

た。しかし、図－13において予算支配率の大きい 

床版ひびわれのデータに着目すると、想定された

関係（図中の赤線）に比較的近い傾向を示してい

る。一方、予算支配率の小さいその他の損傷のプ

ロットを見ると、赤線から離れて、劣化速度の変

化率×予算支配率の絶対値が小さい範囲でも、想

定された予算変化率より大きな変化を与えている

ものがあることがわかる。これは、予算支配率の

大きな損傷の場合、当該損傷の補修費用の増減が

全体予算増減に直接影響しているのに対して、予

算支配率の小さな損傷の場合、当該損傷の補修費

増減より、他損傷の補修時期を変化させる影響が

大きく出るためと考えられる。この傾向は、定期

交換部材なしのケース（図－11）においては、あ

まり、明確には見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．２．３ 定期交換部材有無の影響 

 劣化速度を変化させていない時の、予算規模に

よる健全度年次変化を定期交換部材ありとなしで

図－14，15 に示す。定期交換部材なしでは予算規

模をわずかに変化させると計画初期の時期から平

均健全度が変化するのに対して、定期交換部材あ

りでは健全度の変化が少ない。  

 また、劣化速度の変化に対する平均健全度の変

化も、定期交換部材を考慮に入れることにより安

図－12 予算変化率と劣化速度変化率の関係 

（50年後、予算制限あり、定期交換部材あり） 
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図－13 予算変化率と 

予算支配率×劣化速度変化率/(1-劣化速度変化率)

の関係（50年後、予算制限あり、定期交換部材あり） 



 

 

定したものとなっている（図－16，17）。これは、

予算の過不足に対して、定期交換部材の補修の採

否で対応できるため、健全度が安定したと考えら

れる。実際の補修予算運用においても、定期交換

部材の交換時期を適切に調整できれば、予算の有

効な利用ができることを示唆していることが考え

られる。 

５．まとめ 

 本検討の結果得られた劣化速度の影響などを以

下にまとめる。 

1) 劣化速度の変化の必要予算額への影響は、比較

的、予算の支配率が高い損傷の場合は正の相関

が見られる。 

2) 予算の支配率の低い損傷種類の劣化速度が変

化すると、他の損傷の補修時期への影響を通し

た必要予算額への影響が大きい場合がある。 

3) 定期交換部材に要する補修費は比較的大きい。

一方、これを考慮することにより、劣化速度や 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算規模の変動に対して、平均健全度の変化が安

定する。この特性は、実際の補修計画に有効に生

かせる可能性も考えられる。 

 なお、これらは１ケーススタディーの結果であ

る。今後、ケース数を増やしていくことにより、

より一般的な特性としての整理が期待できる。 

また、劣化速度以外のパラメータ（橋梁重要度、

補修健全度、補修単価など）の全体補修費用に与

える影響についても、その特性を把握することに

より、合理的な橋梁長寿命化修繕計画策定に資す

る理解が可能となると考えられる。 
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図－14 平均健全度の予算規模毎の年次変化 

（定期交換部材なし） 

予算変化 
予算変化 

図－15 平均健全度の予算規模毎の年次変化 

（定期交換部材あり） 

腐食(上部工) 

劣化速度変化 

図－16 平均健全度の 

劣化速度毎の年次変化 

（定期交換部材なし、腐食（上部工）の劣化速度変化） 

腐食(上部工) 

劣化速度変化 

図－17 平均健全度の 

劣化速度毎の年次変化 

（定期交換部材あり、腐食（上部工）の劣化速度変化） 


